
懲 戒 処 分 に つ い て

北 海 道 教 育 委 員 会

令 和 ３ 年 ( 2 0 2 1 年 ) ８ 月 ５ 日 付

担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208

番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要

減給２か月 令和元年12月、自校教頭の校務用パソコンのアップデート作

根室管内 高等学校 給 料 の 業を行った際、個人の秘密情報を無断で自身の校務用パソコン

１ 10分の１ に保存した。

教 諭 男 性 （27歳）

減給３か月 令和２年８月20日（木）、自家用車を運転中、進路の安全確

苫小牧市 中学校 給 料 の 認が不十分のまま時速約60キロメートルで進行し、前方で右折

10分の１ 待ちしていた車両の左後部に自車右前部を衝突させた上、その

２ 弾みにより当該車両を対向進行してきた別の車両の右前部に衝

教 諭 男 性 （42歳） 突させ、当該車両の運転手に股関節骨折、右足膝下開放骨折等

の傷害を、当該別の車両の運転手に頸椎捻挫等の傷害をそれぞ

れ負わせた。


